


地域生活定着支援
センタ ー について

＇

矯正施設に収容されている人のうち高齢や障

がいにより福祉的な支援を必要とする方が地域

で安定した生活ができるようにするために、平成

21 (2009)年度より厚生労働省が各都道府県

に地域生活定着支援センタ ーの設置を進めまし

た。三重県では平成22(20 l 0)年に一般社団

法人三重県社会福祉士会が三重県より委託を受

け運営に当たっています。

令和3(2021)年度からは被疑者・被告人段

階の高齢者や障がいがある方に対する被疑者等

支援業務も開始され、現在は保護観察所や矯正

施設等の司法機関や福祉関係機関と連携協働

し、身体の拘束中から釈放後まで、一貫した支援

を実施しています。

［三重県地域生活定着支援センタ ーの5 っの業務 l
被疑者等支援業務 コ ーディネー ト業務 フォ□ ーアップ業務

保護観察所からの依頼に華づ 保護観察所や県外の定着支 矯正施設退所後（コ ー ディネ

き、被疑者被告人に対して福 援センタ ーからの依頼に基 ー ト終了後）に地域や福祉施

祉サ ー ビス等の利用調整を

＇ 
づき、矯正施設入所中から 設などへ入所したあとも、生

行うとともに、釈放後も継続し 受け入れ先調整や必要な手 活状況の確認や必要な助言

て必要な支援を行います。 続き支援を行います。 等、継続的に支援します。

・勾留先での面接 ．矯正施設での面接 •本人との面接
・受入施設への助言 •他県定着支援センターヘの依頼 ・受入施設への助言
•各種手続き ・住まいの調整 ・住まいの調整
（行政、障がい福祉、介護保険、 •各種手続き •各種手続き
社会保障等） （行政、障がい福祉、介護保険、 （行政、障がい福祉、介護保険、

社会保障等） 社会保障等）

再出発を地域と共に支えます
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相談支援業務

地域に暮らす矯正施設退所

者などに対し、福祉サー ビス

利用等に関する助言、支援

を行います。
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普及啓発
h-

当事業について、研修や広報

誌の発行など、広く周知啓発

を行っています。司法と福祉

をつなぎます。
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